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三重県地方産業教育審議会条例 (昭和26年三重県条例第24号) 第２条第２項の規定により､ 次のとおり三重県

地方産業教育審議会委員の任命を行いました｡
平成15年６月17日

三 重 県 教 育 委 員 会
任命 (任命年月日 平成15年６月14日)

小笠原 まき子
小 野 敬
後 藤 正 和
佐 藤 良 一
鈴 木 周 作
竹 林 武 一
中 西 久 雄
西 村 静 枝
吉 本 敏 子
渡 辺 和 己

図書館法 (昭和25年法律第118号) 第15条及び三重県立図書館協議会条例 (昭和25年三重県条例第62号) 第２
条の規定により､ 次のとおり三重県立図書館協議会委員を委嘱しました｡

平成15年６月17日
三 重 県 教 育 委 員 会

委嘱 (委嘱年月日 平成15年６月13日)
野 林 伊久雄 � � � �

平成15年６月10日付け三重県公報第1478号により ｢利用料金の承認の一部を改正する告示｣ が次のよう告示さ
れました｡����������
三重県営総合競技場条例第11条第２項の規定に基づき､ 三重県営総合競技場の利用料金の改正について平成
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15年５月30日に承認しましたので､ 利用料金の承認 (平成14年三重県告示第234号) の一部を次のように改正し､
平成15年６月１日から適用します｡

平成15年６月10日
三重県知事 野 呂 昭 彦

２の�のウの (イ) の表に次のように加える｡

２の�のウの (イ) の表備考中 ｢9,350円｣ を ｢10,000円｣ に改める｡
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走幅跳・三段跳測定装置 １日１台につき 4,200


